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CFO・財務経理担当者のための
会計不祥事対応
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弁護士・公認不正検査士
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河江健史会計事務所　
公認会計士

河江　健史

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●会計不祥事の疑義を把握した企業は、自ら事実関係を調査したうえで、発生原因
分析、責任の所在の明確化、適切な再発防止策の策定を行う必要がある。

●こうした調査に際して、CFO・財務経理担当者には、調査範囲・調査手法の検討、
会計監査人とのコミュニケーション、過年度決算訂正作業等のさまざまな場面にお
いて、その知識・経験を生かした積極的な関与が期待される。
●調査の前後を通じて、金商法、会社法、証券取引所の自主ルール等に則った各種
の対応が必要となる。

は
じ
め
に

会
計
不
祥
事（
そ
の
お
そ
れ
も
含
む
。

以
下
同
じ
）が
発
覚
し
た
場
合
に
お
い
て
、

上
場
企
業
が
と
る
べ
き
対
応
や
、
そ
の
際

に
生
じ
る
実
務
上
の
主
な
論
点
・
留
意
点

は
、
あ
る
程
度
類
型
的
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

も
っ
と
も
、
個
々
の
企
業
に
お
い
て
財

務
経
理
を
司
る
Ｃ
Ｆ
Ｏ
・
財
務
経
理
担
当

者
に
と
っ
て
は
稀
に
し
か
経
験
し
な
い
出

来
事
で
あ
る
う
え
、
い
ざ
発
生
し
た
際
に

は
、
自
ら
が
先
頭
に
立
っ
て
対
応
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
反
面
、
通
常
業
務
と
は

か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
対
応
に
苦
慮

す
る
こ
と
も
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
時
の
実
例
も

念
頭
に
、
会
計
不
祥
事
発
生
時
に
上
場
企

業
が
と
る
べ
き
標
準
的
な
対
応
に
つ
い
て

解
説
す
る
。

会
計
不
祥
事
の
リ
ー
ガ
ル

リ
ス
ク
の
確
認

は
じ
め
に
、
上
場
企
業
が
誤
っ
た
会
計

処
理
を
し
、
こ
れ
を
開
示
し
た
場
合
の

リ
ー
ガ
ル
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確

認
し
て
お
く
。

主
な
も
の
と
し
て
は
、
誤
っ
た
開
示（
虚

偽
記
載
等
）に
よ
っ
て
損
失
を
被
っ
た
投

資
家
か
ら
、
上
場
企
業
自
身
が
民
事
責

任
を
追
及
さ
れ
る
リ
ス
ク
、
刑
事
罰
や
行

政
処
分
の（
課
徴
金
納
付
命
令
）を
受
け
る

リ
ス
ク
な
ど
の
金
融
商
品
取
引
法（
以
下
、

「
金
商
法
」と
い
う
）上
の
責
任
追
及
・
制

裁
を
受
け
る
リ
ス
ク
が
挙
げ
ら
れ
る（
図

表
１
）。

ま
た
、
証
券
取
引
所
と
の
上
場
契
約
に

基
づ
き
上
場
契
約
違
約
金
を
課
さ
れ
る
リ

ス
ク
や
、
上
場
廃
止
事
由
に
該
当
し
上
場

廃
止
と
な
る
リ
ス
ク
、
こ
れ
ら
に
よ
り
上

場
企
業
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
の
役
員

責
任
追
及（
株
主
代
表
）訴
訟
リ
ス
ク
も
無

視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

会
計
不
祥
事
に
対
し
て

上
場
企
業
が
取
る
べ
き

対
応
の
概
観

上
場
企
業
が
自
社
の
会
計
不
祥
事
の
疑

義
を
把
握
す
る
端
緒
は
、
取
引
先
、
会
計

監
査
人
や
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会（
以

下
、「
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
」と
い
う
）な
ど
の
外
部
か

ら
の
指
摘
、
社
内
の
内
部
監
査
、
内
部
通

報
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

特
に
、
近
年
は
、
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
を

経
て
制
定
さ
れ
た
監
査
に
お
け
る
不
正
リ

ス
ク
対
応
基
準
⑴
や
東
芝
事
件
で
の
会
計

監
査
人
に
対
す
る
行
政
処
分
、
会
計
監
査
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人
へ
の
外
部
告
発
の
増
加
な
ど
の
影
響

で
、
会
計
監
査
人
の
監
査
に
お
け
る
不
正

リ
ス
ク
対
応
が
厳
格
化
傾
向
に
あ
る
と
い

う
の
が
筆
者
ら
の
実
感
で
あ
り
、
会
計
監

査
人
か
ら
強
く
対
応
を
求
め
ら
れ
る
形
で

会
計
不
祥
事
に
向
き
合
う
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
る
。

会
計
不
祥
事
の
疑
義
を
把
握
し
た
上
場

企
業
は
、
自
ら
事
実
関
係
を
調
査
し
た
う

え
で
、
発
生
原
因
分
析
、
責
任
の
所
在
の

明
確
化
、
適
切
な
再
発
防
止
策
の
策
定
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
調
査
と
並
行

し
て
、調
査
に
関
す
る
適
時
開
示
を
行
い
、

調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
会
計
処
理
の
見

直
し
や
過
年
度
の
決
算
訂
正
の
要
否
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
各
作
業

の
過
程
で
は
、
証
券
取
引
所
、
規
制
当
局

（
金
融
庁
、
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
、
管
轄
財
務
局
）、

会
計
監
査
人
等
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

適
切
に
調
整
を
行
う
必
要
も
あ
る
。

⑴　

企
業
会
計
審
議
会（
２
０
１
３
年
）。

会
計
不
祥
事
と
調
査

⑴
　
調
査
体
制

会
計
不
祥
事
の
疑
義
を
把
握
し
た
ら
、

た
だ
ち
に
調
査（
証
拠
の
保
全
を
含
む
）を

開
始
す
る
必
要
が
あ
る
。

後
述
の
開
示
書
類
の
提
出
時
期
等
の
関

係
で
、
厳
し
い
時
間
制
限
の
な
か
で
調
査

を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
調
査
の

実
施
に
あ
た
っ
て
手
戻
り
は
許
さ
れ
ず
、

調
査
体
制
、
調
査
の
範
囲
お
よ
び
調
査
手

法
に
つ
い
て
は
調
査
の
開
始
段
階
で
十
分

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
重
要
に
な
る
の
が
、
調
査
体
制
で

あ
る
。
こ
の
点
、
会
計
不
祥
事
対
応
も
業

務
執
行
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
社
内
の
執

行
部
門
の
役
職
員
の
み
で
調
査
チ
ー
ム
や

社
内
調
査
委
員
会
を
組
織
し
、
調
査
を
行

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
執
行
に

対
す
る
監
査
の
観
点
か
ら
監
査
役
が
こ
れ

に
加
わ
る
こ
と
や
、
監
査
役
が
主
体
と

な
っ
て
調
査
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
場
合
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
・
財
務
経
理
担

当
者
は
、
自
社
の
会
計
処
理
を
最
も
よ
く

知
る
者
と
し
て
、
調
査
の
中
心
的
な
役
割

を
担
う
こ
と
と
な
る（
Ｃ
Ｆ
Ｏ
が
社
内
調

査
委
員
会
の
委
員
長
を
担
う
例
も
珍
し
く

な
い
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
非
公
表
の
小

規
模
な
事
案
も
含
め
れ
ば
、
こ
う
し
た
い

わ
ば
純
粋
社
内
型
が
数
と
し
て
は
多
く
を

占
め
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
事
実
関
係
や
原

因
の
解
明
に
あ
た
っ
て
法
的
判
断
や
会
計

等
の
専
門
知
識
を
要
す
る
場
合
、
あ
る
い

は
、
よ
り
客
観
性
・
透
明
性
を
高
め
る
た

め
に
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
等
の
外
部

専
門
家
が
委
員
や
補
助
者
と
し
て
参
加
す

る
こ
と
も
あ
る（
社
内
・
社
外
協
働
型
）。

こ
の
よ
う
な
体
制
で
の
対
応
が
会
計
不
祥

事
対
応
の
原
則
型
で
あ
る
。

次
に
、
近
年
は
第
三
者
委
員
会
と
呼
ば

れ
る
純
粋
に
社
外
の
専
門
家
の
み
で
構
成

さ
れ
た
調
査
委
員
会
が
対
応
に
当
た
る
事

案
が
増
え
て
い
る
。
会
計
不
祥
事
に
つ
い

て
は
、
執
行
部
門
の
上
位
者
が
関
与
し
て

い
る
場
合
や
、
監
督
責
任
を
問
わ
れ
る
立

場
に
あ
る
場
合
に
、
会
社
関
係
者
に
は
問

題
を
矮
小
化
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
が
働
く
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
そ
の
た
め
、
執
行
部
門
と
は
独

立
し
た
立
場
か
ら
調
査
を
行
う
こ
と
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
、
第
三
者
委
員
会
が
設

（図表１）　虚偽記載等に関する金商法上の責任追及・制裁

　 発行開示書類 継続開示書類

対象書類
有価証券届出書
発行登録書
発行登録追補書類

有価証券報告書
四半期報告書
半期報告書
臨時報告書

課徴金(注1)

（172の2〜 4）

債券の場合：
　募集・売出価額総額×2.25%
株券等の場合：
　募集・売出価額総額×4.5%

600万円と有価証券の
市場価額総額×0.006%
のいずれか高い額(注2)

300万円と有価証券の
市場価額総額×0.003%
のいずれか高い額(注2)

刑事
責任

役員等
（197、
197の２）

10年以下の懲役and/or 
1,000万円以下の罰金

10年以下の懲役
 and/or 
1,000万円以下の罰金

5年以下の懲役
 and/or 
500万円以下の罰金

発行会社
（207①一、
二）

7億円以下の罰金 7億円以下の罰金 5億円以下の罰金

民事
責任

役員等
（22①、24
の4等）

故意・過失の不存在を立証す
れば免責

故意・過失の不存在を立証すれば免責

発行会社
（18、19、
21の2）

無過失責任
法定損害額の定めあり
（取得価額−[処分価額or請求
時の市場価額]）

故意・過失の不存在を立証すれば免責（注３）

推定損害額の定めあり
（公表前１カ月平均株価−公表後１カ月平均株価）

(注1)　罰金と課徴金との調整規定あり。
(注2)　継続開示書類の課徴金の調整規定あり。
(注3)　2015年5月29日より前に提出された開示書類については無過失責任（金商法改正により過失責任化された）。
(注4)　括弧内の数字は金商法の条番号。 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置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
三
者
委
員
会

に
よ
る
調
査
と
の
関
係
で
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
・

財
務
経
理
担
当
者
は
、
第
三
者
委
員
会
に

対
し
て
、
会
社
の
会
計
処
理
に
関
し
て
情

報
提
供
を
行
う
役
割
、
あ
る
い
は
、
過
去

の
処
理
に
つ
い
て
調
査
を
受
け
る
調
査
対

象
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
。

⑵
　
調
査
範
囲
・
調
査
手
法

調
査
体
制
が
決
ま
る
と
、
次
に
決
定
す

べ
き
は
調
査
範
囲
や
調
査
手
法
で
あ
る
。

調
査
範
囲
に
つ
い
て
は
、
現
に
発
生
し
て

い
る
会
計
上
の
疑
義
の
解
消
に
向
け
た
調

査
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
類
似
の
不
正
行

為
を
ど
こ
ま
で
調
査
す
る
か
、
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
手
法
で
調
査
す
る
か（
た
と
え

ば
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ォ
レ
ン
ジ
ッ
ク
を
用
い

た
徹
底
的
な
調
査
を
行
う
か
）等
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、Ｃ
Ｆ
Ｏ
・

財
務
経
理
担
当
者
に
は
、
効
率
的
・
効
果

的
な
調
査
が
実
施
で
き
る
よ
う
積
極
的
に

提
案
・
情
報
提
供
を
す
る
役
割
が
期
待
さ

れ
る
。

⑶
　
会
計
監
査
人
と
の
密
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

こ
う
し
た
調
査
体
制
、
調
査
範
囲
、
調

査
手
法
等
の
決
定
に
お
い
て
重
要
な
の
が

会
計
監
査
人
の
意
向
で
あ
る
。
調
査
後
の

有
価
証
券
報
告
書
等
や
計
算
書
類
に
関
し

て
、無
限
定
適
正
意
見
を
得
る
観
点
か
ら
、

会
計
監
査
人
が
十
分
と
認
め
る
調
査
を
実

施
す
る
必
要
が
あ
る
。

実
務
で
は
、
会
計
不
祥
事
の
重
要
性
に

つ
い
て
、
会
計
監
査
人
を
含
め
た
会
計
専

門
家
の
意
見
を
得
る
こ
と
な
く
、
金
額
的

に
僅
少
で
あ
り
重
要
で
は
な
い
と
社
内
で

判
断
し
、
十
分
な
調
査
対
応
を
行
わ
な

か
っ
た
と
こ
ろ
、
会
計
監
査
人
は
金
額
的

な
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
不
祥
事
態
様
の

質
的
な
面
を
重
要
視
し
、
よ
り
厳
格
な
深

度
あ
る
調
査
を
求
め
て
き
た
た
め
、
監
査

意
見
が
予
定
ど
お
り
得
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
事
例
を
し
ば
し
ば
み
か
け
る
。
会
社

の
規
模
に
比
し
て
金
額
的
に
小
さ
い
か
ら

と
い
う
こ
と
で
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
経

営
陣
の
関
与
の
有
無
や
同
様
の
行
為
が
発

生
し
や
す
い
か
否
か
、
本
業
に
係
る
も
の

で
あ
る
か
と
い
っ
た
質
的
な
視
点
か
ら
の

検
討
が
、
不
祥
事
の
重
要
性
を
判
断
す
る

際
に
は
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
会
計
上
の
重
要
性
と
い
っ
た

観
点
か
ら
の
会
計
監
査
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ま
さ
に
Ｃ
Ｆ
Ｏ
・
財
務

経
理
担
当
者
の
職
掌
で
あ
り
、
自
ら
調
査

の
主
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
調
査
主
体

に
同
席
す
る
形
で
会
計
監
査
人
と
の
議
論

に
臨
む
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、「
会
計
監
査
人
の
意
向
」と
は
、

必
ず
し
も
現
場
の
監
査
チ
ー
ム
の
意
向
と

イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
現
場
の

監
査
チ
ー
ム
が
行
っ
た
監
査
手
続
や
判

断
、ま
た
そ
の
結
果
で
あ
る
監
査
意
見
は
、

監
査
法
人
内
に
お
い
て
、
審
査
部
門
の
審

査
に
か
け
ら
れ
、
審
査
が
終
了
す
る
ま
で

監
査
報
告
書
が
発
行
さ
れ
な
い（
監
査
意

見
を
得
ら
れ
な
い
）。
監
査
チ
ー
ム
を「
説

得
」し
て
限
定
し
た
範
囲
で
調
査
を
行
っ

た
と
し
て
も
、
監
査
法
人
内
の
審
査
に
よ

り
調
査
の
十
分
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
無
限

定
適
正
意
見
が（
あ
る
い
は
意
見
不
表
明

の
監
査
意
見
す
ら
も
）得
ら
れ
な
い
と
い

う
状
況
が
生
じ
得
る
た
め
、
こ
の
種
の
不

祥
事
対
応
を
専
門
と
す
る
弁
護
士
・
公
認

会
計
士
等
の
外
部
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス

な
ど
も
活
用
し
て
、
監
査
法
人
内
の
審
査

も
見
越
し
た
十
分
な
調
査
を
実
施
す
る
必

要
が
あ
る
。

⑷
　
会
計
不
祥
事
に
お
け
る
決
算

　
対
応

会
計
不
祥
事
の
調
査
結
果
に
よ
っ
て

は
、
進
行
期
の
決
算
の
み
な
ら
ず
、
過
年

度
の
決
算
に
も
影
響
が
生
じ
る
。
事
象
の

重
要
性
が
大
き
い
場
合
、
進
行
期
の
決
算

に
お
い
て
会
計
監
査
人
の
監
査
意
見
を
得

る
た
め
に
、
過
年
度
訂
正
が
前
提
条
件
と

な
る
こ
と
が
あ
る
。

調
査
が
完
了
し
、
過
年
度
の
決
算
訂
正

が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
か
ら
、

訂
正
の
作
業
を
開
始
す
れ
ば
手
戻
り
が
な

い
が
、
決
算
実
務
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
な

と
お
り
、
実
際
に
は
タ
イ
ト
な
会
計
不
祥

事
の
対
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
、
調

査
結
果
を
受
け
て
か
ら
決
算
訂
正
の
準

備
を
開
始
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
実
務
上
は「
最
悪
の
パ
タ
ー
ン

を
想
定
」し
て
動
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ

り
、
過
年
度
訂
正
が
必
要
と
な
っ
て
も
法

定
開
示
書
類
の
提
出
期
限
に
間
に
合
う
よ

う
に
、
調
査
と
あ
る
程
度
並
行
し
て
、
過

年
度
訂
正
が
必
要
な
場
合
の
関
連
開
示
書

類
や
そ
の
バ
ッ
ク
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
必

要
が
あ
る
事
案
が
大
半
で
あ
る
。

準
備
に
あ
た
っ
て
意
識
し
た
い
点
は
、

次
の
3
つ
で
あ
る
。

①　

決
算
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
用
意
す
る

平
時
と
は
異
な
り
、
調
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
加
味
し
た
決
算
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
引

く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
過
年
度
訂
正
の

要
否
に
よ
っ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
大
幅
に

異
な
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
判
定
を

ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
う
の
か
、
そ
し
て

そ
の
判
定
結
果
に
よ
っ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
分
岐
さ
せ
る
と
い
っ
た
検
討
が
必
要
と

な
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
引
き
、
法
定
開
示
書
類
の
提
出
期
限

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
結
果
、
間
に
合
わ
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
述
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す
る
延
長
申
請
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。

②　

決
算
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
用
意

す
る

主
に
過
年
度
訂
正
が
必
要
に
な
っ
た
場

合
に
備
え
て
、
外
部
リ
ソ
ー
ス（
そ
う
し

た
対
応
を
専
門
と
す
る
会
計
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
）を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
過
年
度
訂
正
の
要
否
の
判
定
い
か

ん
に
よ
っ
て
は
、
ス
タ
ン
バ
イ
だ
け
で
終

わ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
必
要
と
な
っ

た
場
合
の
決
算
チ
ー
ム
へ
の
負
荷
が
相
当

程
度
重
く
な
る
こ
と
か
ら
、
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
体
制
構
築
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
明

日
か
ら
必
要
と
い
わ
れ
て
も
リ
ソ
ー
ス
を

確
保
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、

ス
タ
ン
バ
イ
の
可
否
も
含
め
て
、
リ
ソ
ー

ス
へ
の
早
期
打
診
が
重
要
で
あ
る
。

③　

調
査
委
員
会
や
会
計
監
査
人
と
密

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
タ
イ
ト
な
会
計
不
祥

事
時
の
決
算
対
応
に
お
い
て
、
無
用
な
手

戻
り
・
手
待
ち
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に

必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、

財
務
経
理
担
当
者
に
と
っ
て
、
会
計
監

査
人
と
は
平
時
を
含
め
比
較
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
は
多
い
が
、
調
査
委

員
会
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
営
方
針
に
よ
っ

て
は
、
調
査
結
果
が
出
る
ま
で
被
調
査
会

社
や
会
計
監
査
人
と
の
意
見
交
換
等
は
不

可
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

設
置
段
階
に
お
い
て
調
査
中
の
調
査
委
員

会
と
被
調
査
会
社
・
会
計
監
査
人
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が（
ど
の
程
度
）可
能

か
は
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

会
計
不
祥
事
と

適
時
開
示・公
表

⑴
　
最
初
の
開
示
を
い
つ
行
う
か

会
計
不
祥
事
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
が

（
一
定
の
重
要
性
を
伴
っ
て
）確
定
し
た
場

合
、
金
商
法
上
の
継
続
開
示
書
類
や
証
券

取
引
所
の
決
算
短
信
の
訂
正
等
を
行
う
必

要
が
生
じ
、少
な
く
と
も
そ
の
段
階
で
は
、

会
計
不
祥
事
の
概
要
に
つ
い
て（
場
合
に

よ
っ
て
は
調
査
報
告
書
と
と
も
に
）適
時

開
示
を
行
う
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
当
該

最
終
公
表
に
至
る
ま
で
に
は
、
事
実
調
査

と
そ
れ
に
基
づ
く
財
務
諸
表
の
訂
正
内
容

の
確
定
に
一
定
の
時
間
を
要
す
る
。
そ
こ

で
悩
ま
し
い
の
は
、
会
計
不
祥
事
に
つ
い

て
の
最
初
の
開
示
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

行
う
か
で
あ
る
。

理
屈
上
の
選
択
肢
と
し
て
は
、
た
と
え

ば
次
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
・
内
容
が
考

え
ら
れ
る
。

①　
調
査
に
着
手
す
る
前（
会
計
不
祥
事

（
の
可
能
性
）お
よ
び
調
査
等
の
今
後

の
対
応
を
開
示
）

②　
調
査
に
着
手
後
、完
了
前（
調
査
体
制

や
進
捗
状
況
、判
明
し
て
い
る
重
要
事

象
、完
了
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
開

示
）

③　
調
査
完
了
後（
会
計
不
祥
事
の
有
無・

詳
細
、影
響
額
、発
生
原
因
、今
後
の
改

善
策（
責
任
の
所
在
）を
開
示
）

上
場
企
業
自
身
の
立
場
か
ら
は
、
金
額

的
影
響
や
背
景
事
情
が
不
透
明
な
ま
ま
開

示
を
行
う
場
合
、
か
え
っ
て
投
資
家
を
混

乱
さ
せ
、
株
価
も
過
剰
反
応
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、調
査
結
果
の
判
明
後
、

③
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
１
回
開
示
を
行
う
の

が
望
ま
し
い
と
の
発
想
に
な
り
や
す
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
開
示
を
遅
ら
せ

る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
会
計
不
祥
事
が
現

実
に
存
在
し
た
場
合
に
、
企
業
と
し
て
問

題
を
認
識
し
な
が
ら
投
資
家
に
自
社
の
株

式
等
の
取
引
を
行
わ
せ
た
こ
と
に
な
り
、

投
資
家
保
護
の
観
点
、
ひ
い
て
は
法
的
リ

ス
ク
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
り
得
る
。

結
論
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
会
計
不

祥
事
の
重
要
性
、
株
価
へ
の
影
響
、
調
査

に
要
す
る
期
間
、
リ
ー
ク
の
有
無
・
可
能

性
、
当
局
に
よ
る
検
査
の
有
無
、
対
象
会

社
の
決
算
・
四
半
期
決
算
の
タ
イ
ミ
ン
グ

等
の
個
別
事
情
を
勘
案
し
て
決
め
る
べ
き

で
あ
る
が
、
特
に
近
時
の
傾
向
と
し
て
、

日
本
取
引
所
自
主
規
制
法
人
が
公
表
し
て

い
る「
上
場
会
社
に
お
け
る
不
祥
事
対
応

の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」（
２
０
１
６
年
２
月
24

日
公
表
）が
次
に
定
め
る
と
お
り
、
近
時
、

早
期
開
示
の
要
請
が
高
ま
っ
て
い
る
点
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

迅
速
か
つ
的
確
な
情
報
開
示

不
祥
事
に
関
す
る
情
報
開
示
は
、
そ
の

必
要
に
即
し
、
把
握
の
段
階
か
ら
再
発
防

止
策
実
施
の
段
階
に
至
る
ま
で
迅
速
か
つ

的
確
に
行
う
。

こ
の
際
、
経
緯
や
事
案
の
内
容
、
会
社

の
見
解
等
を
丁
寧
に
説
明
す
る
な
ど
、
透

明
性
の
確
保
に
努
め
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う

な
形
で
過
年
度
の
訂
正
に
係
る
金
商
法
、

会
社
法
、
証
券
取
引
所
規
則
関
連
の
対
応

を
と
る
か
を
見
据
え
た
う
え
で
、
証
券
取

引
所
お
よ
び
金
融
庁（
管
轄
財
務
局
）に
対

し
て
十
分
な
事
前
説
明
を
行
い
、
そ
れ
ら

の
意
見
も
踏
ま
え
て
判
断
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

⑵
　
最
後
の
報
告
を
ど
の
程
度
詳
細

に
行
う
か

調
査
結
果
の
対
外
的
な
公
表
に
あ
た
っ

て
問
題
と
な
る
の
は
、
何
を
ど
こ
ま
で
報

focus
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告
す
る
か
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に

と
っ
て
の
情
報
と
し
て
の
有
用
性
と
、
非

開
示
・
匿
名
化
を
求
め
る
側
に
と
っ
て
の

不
利
益
の
衡
量
で
決
め
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、企
業
秘
密
に
関
わ
る
情
報
は
、

会
計
不
祥
事
の
発
生
原
因
の
理
解
に
必
須

の
も
の
で
な
け
れ
ば
開
示
し
な
い
こ
と
が

多
い
。
個
人
名
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
や

子
会
社
役
員
の
不
祥
事
で
あ
れ
ば
匿
名
化

す
る
こ
と
が
多
く
、
他
方
、
重
要
な
役
員

が
積
極
的
に
関
与
し
た
会
計
不
祥
事
で
あ

れ
ば
、
当
該
役
員
の
氏
名
を
公
表
す
る
例

も
多
い
。

実
務
上
、
社
内
の
報
告
に
用
い
る
正
式

版
の
報
告
書
の
ほ
か
、
一
定
の
匿
名
処
理

を
施
し
た
公
表
版
や
概
要
版
を
用
意
す
る

例
も
多
い
。
ど
の
程
度
の
匿
名
化
が
許
容

さ
れ
る
か
、
ま
た
、
概
要
を
公
表
す
る
の

み
で
足
り
る
か
等
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
証
券
取
引
所
か
ら
見
解
が
述
べ
ら

れ
る
こ
と
も
多
く
、
十
分
に
参
酌
す
る
必

要
が
あ
る
。

会
計
不
祥
事
と
金
商
法
上

の
開
示
書
類
、会
社
法
上
の

計
算
書
類
の
訂
正

会
計
不
祥
事
に
関
す
る
調
査
の
な
か

で
、
過
年
度
に
お
け
る
誤
り
の
存
在
が
確

認
さ
れ
た
場
合
、
有
価
証
券
報
告
書
等
の

金
商
法
に
基
づ
く
開
示
書
類
の
訂
正
・
提

出
、会
社
法
に
基
づ
く
計
算
書
類
の
訂
正
、

お
よ
び
証
券
取
引
所
の
ル
ー
ル
に
基
づ
く

開
示
の
要
否
が
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
る
。

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
留
意
点
を
述

べ
る
。

⑴
　
継
続
開
示
書
類
の
訂
正
、
提
出

期
限
と
の
関
係

有
価
証
券
報
告
書
は
、
原
則
と
し
て
毎

事
業
年
度
経
過
後
３
カ
月
以
内（
外
国
法

人
の
場
合
は
６
カ
月
以
内
）に（
金
商
法
24

①
、
金
商
法
令
３
の
４
）、
四
半
期
報
告

書
は
、
原
則
と
し
て
各
四
半
期
終
了
後
45

日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
金
商
法
24
の
４
の
７
①
、
金
商
法
令
４

の
２
の
10
③
）。
過
年
度
決
算
に
不
適
切

な
会
計
処
理
が
存
在
す
る
こ
と
が
発
覚
し

て
も
、
そ
の
影
響
額
が
具
体
的
に
定
ま
る

ま
で
に
は
相
当
程
度
の
期
間
を
要
す
る
こ

と
が
あ
り
、
影
響
額
の
算
定
中
に
、
有
価

証
券
報
告
書
ま
た
は
四
半
期
報
告
書
の
提

出
時
期
が
到
来
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
実

務
上
多
く
発
生
し
得
る
。

有
価
証
券
上
場
規
程
に
お
い
て
、
上
場

廃
止
事
由
と
し
て
、
監
査
報
告
書
等
の
付

さ
れ
た
法
定
開
示
書
類
を
提
出
期
間
経
過

後
１
カ
月
以
内（
延
長
が
認
め
ら
れ
た
場

合
は
延
長
期
間
経
過
後
８
営
業
日
目
の
日

ま
で
）に
提
出
し
な
い
場
合
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら（
東
京
証
券
取
引
所
有

価
証
券
上
場
規
程
601
⑽
）、
実
務
上
、
管

轄
財
務
局
に
提
出
期
限
の
延
長
を
申
請
し

て
対
応
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る（
企

業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
以
下
、「
開
示
府
令
」と
い
う
）15
の
２
、

17
の
15
の
２
）。
延
長
申
請
に
あ
た
っ
て

は
、
管
轄
財
務
局
よ
り
、
延
長
を
要
す
る

こ
と
と
な
っ
た
理
由
お
よ
び
必
要
と
す
る

延
長
期
間
の
積
算
根
拠
で
あ
る
対
応
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
記
載
が

求
め
ら
れ
る
運
用
で
あ
る
た
め
、
十
分
な

論
拠
を
も
っ
て
臨
む
必
要
が
あ
る
。ま
た
、

延
長
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
管
轄
財
務
局

へ
の
事
前
相
談
が
求
め
ら
れ
る
。そ
の
際
、

説
明
や
資
料
の
追
完
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
管
轄
財
務
局
へ
の

延
長
申
請
の
打
診
は
当
初
の
提
出
期
限
の

直
前
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
余
裕
を
も
っ

て
行
う
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
近
時
の
運
用
上
、
こ
う
し
た
延

長
申
請
は
１
回
、
１
カ
月
程
度
し
か
認
め

ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
公

表
事
例
を
確
認
す
る
限
り
、
２
回
以
上
の

延
長
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
企
業
規

模
が
極
め
て
大
き
い
、
１
回
目
の
延
長
申

請
時
に
は
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
た

な
訂
正
事
項
が
発
見
さ
れ
た
等
の
例
外
的

な
事
案
が
主
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

⑵
　
臨
時
報
告
書
の
提
出
の
要
否

会
計
不
祥
事
が
発
覚
し
た
場
合
、
臨
時

報
告
書（
金
商
法
24
の
５
④
、
開
示
府
令

19
）の
提
出
が
必
要
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
金
商
法
上
、
過
年
度
決
算
の
誤

り
や
そ
の
発
見
は
臨
時
報
告
書
提
出
事
由

と
し
て
は
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、「
財

政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る

事
象
」（
開
示
府
令
19
②
十
二
、十
九
）と
い

う
バ
ス
ケ
ッ
ト
条
項
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
が
問
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
当
該
条

項
は「
重
要
な
後
発
事
象
⑵
」を
対
象
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
、
過
年
度
決
算
の
誤
り
自

体
は
過
年
度
の
事
象
で
あ
っ
て「
後
発
事

象
」に
は
該
当
し
な
い
と
も
思
わ
れ
、
臨

時
報
告
書
の
提
出
ま
で
は
不
要
と
整
理
し

て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

⑵　

貸
借
対
照
表
日
後
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
翌
事
業
年

度
以
降
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象（
財
規
８
の

４
）

⑶
　
内
部
統
制
報
告
書
の
訂
正
の

　
要
否

過
年
度
の
決
算
訂
正
を
行
う
場
合
、
問

題
と
な
る
事
業
年
度
に
係
る
内
部
統
制
を

有
効
で
あ
る
と
し
て
い
た
、
内
部
統
制
報

告
書
の
訂
正
の
要
否
も
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
内
部
統
制
に
軽
微
な
不
備
が
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あ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
が「
開
示
す
べ
き

重
要
な
不
備
」で
な
い
限
り
内
部
統
制
を

有
効
と
す
る
結
論
に
は
影
響
を
与
え
な
い
。

し
か
し
、
過
年
度
決
算
に
つ
い
て
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
訂
正
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
こ
う
し
た
不
備
の
存
在
を
認

め
、
内
部
統
制
報
告
書
に
つ
い
て
訂
正
す

る
ケ
ー
ス
も
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
内
部
統
制
府
令
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

１
─
１
に
よ
り
、
訂
正
内
部
統
制
報
告
書

に
つ
い
て
は
、
監
査
証
明
は
必
要
と
さ
れ

て
い
な
い
。
た
だ
し
、
訂
正
監
査
と
の
兼

ね
合
い
で
、
そ
の
提
出
の
要
否
や
提
出
す

る
際
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
会
計
監

査
人
と
の
慎
重
な
協
議
が
必
要
で
あ
る
。

⑷
　
会
社
法
上
の
計
算
書
類
の
訂

正
、
株
主
総
会
の
開
催
時
期
と
の

関
係

過
年
度
の
計
算
書
類
に
誤
り
が
存
在
す

る
場
合
で
も
、
そ
の
誤
り
に
重
要
性
が
な

い
場
合
に
は
、
当
該
計
算
書
類
は
有
効
に

確
定
し
て
お
り
、
会
社
法
上
特
段
の
手
続

は
必
要
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
重
要
な
誤

り
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
訂
正
後
の
計

算
書
類
を
あ
ら
た
め
て
確
定
さ
せ
る
手
続

が
必
要
と
な
る
。
具
体
的
な
手
続
は
、
通

常
の
計
算
書
類
確
定
の
手
続
と
同
様
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
会
計
監
査

人
設
置
会
社
に
お
い
て
、
計
算
書
類
が
法

令
お
よ
び
定
款
に
従
い
、
会
社
の
財
産
お

よ
び
損
益
の
状
況
を
正
し
く
表
示
し
て
い

る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
決
議

の
み
に
よ
っ
て
確
定
し
、
定
時
株
主
総
会

で
は
報
告
の
み
必
要
と
な
る
と
の
整
理
が

可
能
で
あ
る（
会
439
）。

定
時
株
主
総
会
の
直
前
に
会
計
不
祥
事

が
発
覚
し
た
場
合
、
株
主
総
会
の
開
催
時

期
が
問
題
と
な
る
。

発
見
さ
れ
た
誤
り
が
重
要
で
あ
っ
た
場

合
に
は
、
計
算
書
類
は
確
定
し
て
い
な
い

こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
間
近
に
迫
っ

た
定
時
株
主
総
会
で
の
報
告
議
案
は
撤
回

し
た
う
え
で
、
訂
正
後
の
計
算
書
類
に
つ

き
、
あ
ら
た
め
て
取
締
役
会
で
承
認
し
た

後
、
株
主
総
会
を
再
度
開
催
し
て
報
告
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑸
　
決
算
短
信
の
訂
正

過
年
度
決
算
に
会
計
不
祥
事
に
よ
る
誤

り
が
発
見
さ
れ
、そ
の
訂
正
を
行
う
場
合
、

過
去
に
開
示
し
た
決
算
短
信
等
に
つ
い
て

も
訂
正
が
必
要
と
な
る
。

会
計
不
祥
事
と
事
後
対
応

⑴
　
特
設
注
意
市
場
銘
柄
指
定
・

　
上
場
廃
止
審
査
等

過
年
度
の
決
算
訂
正
を
行
う
場
合
、「
第

501
条
第
1
項
第
2
号
に
該
当
す
る
場
合

（
筆
者
注
：
有
価
証
券
報
告
書
に
虚
偽
記

載
が
あ
っ
た
場
合
等
）で
あ
っ
て
、
直
ち

に
上
場
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
市
場
の
秩
序

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
と
当
取
引
所
が
認
め
る
と

き
」（
東
京
証
券
取
引
所
有
価
証
券
上
場
規

程
601
⑾
）に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
。

こ
の
他
、
た
だ
ち
に
上
場
廃
止
事
由
に

該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
証
券
取

引
所
か
ら
改
善
報
告
書
の
提
出
を
求
め
ら

れ
た
り
、
開
示
注
意
銘
柄
・
特
設
注
意
市

場
銘
柄
等
の
指
定
を
受
け
る
可
能
性
が
あ

る
。
改
善
報
告
書
は
公
衆
縦
覧
の
対
象
と

な
り
、
ま
た
、
前
記
の
銘
柄
指
定
は
、
開

示
内
容
や
内
部
管
理
体
制
に
不
備
が
あ
る

こ
と
を
市
場
に
周
知
す
る
結
果
と
な
る
た

め
、
証
券
取
引
所
の
要
請
に
従
い
、
速
や

か
に
問
題
状
況
を
解
消
す
る
必
要
が
あ

る
。
特
設
注
意
市
場
銘
柄
指
定
を
受
け
た

場
合
、
一
定
の
期
間
経
過
後
に
内
部
管
理

体
制
の
確
認
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
内

部
管
理
体
制
に
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

な
い
場
合
に
は
指
定
解
除
と
な
る
一
方
、

改
善
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
上
場
廃
止

と
な
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る（
次

頁
図
表
２
）。

 ⑵
　
規
制
当
局
対
応

有
価
証
券
報
告
書
等
に
重
要
な
虚
偽
記

載
が
存
在
す
る
場
合
、
訂
正
報
告
書
の
提

出
や
課
徴
金
の
納
付
が
命
じ
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
ほ
か
、
虚
偽
記
載
を
行
っ
た
上

場
企
業
や
そ
の
役
員
等
に
対
し
て
懲
役
ま

た
は
罰
金
の
刑
事
罰
が
課
さ
れ
得
る
。

規
制
当
局
で
あ
る
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
は
、
犯
則

調
査
、開
示
検
査
等
の
調
査
活
動
の
ほ
か
、

証
券
取
引
所
・
管
轄
財
務
局
・
一
般
か
ら

の
情
報
提
供
を
受
け
る
等
、
日
常
的
に
幅

広
く
市
場
動
向
を
注
視
し
て
、
不
公
正
な

取
引
の
疑
い
の
あ
る
事
例
等
に
つ
い
て
、

資
料
や
情
報
の
収
集
を
行
っ
て
い
る
。
Ｓ

Ｅ
Ｓ
Ｃ
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
か
ら
調
査
の

端
緒
を
得
る
と
と
も
に
、
具
体
的
に
調
査

に
着
手
す
る
時
点
で
は
、
す
で
に
当
該
事

案
に
つ
い
て
相
当
程
度
の
目
算
を
立
て
て

い
る
の
が
実
際
で
あ
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
か
ら
金
融
庁
に
対
し
て
課
徴

金
納
付
命
令
な
ど
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
場

合
に
は
、
原
則
と
し
て
金
融
庁
は
勧
告
に

従
っ
た
処
分
を
行
う
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
処
分
の
内
容
の
決
定

に
お
い
て
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
が
有
す
る
影
響
力
は

大
き
く
、
客
観
的
な
事
実
関
係
に
即
し
た

適
正
な
処
分
に
と
ど
め
る
た
め
に
は
、
Ｓ

Ｅ
Ｓ
Ｃ
と
の
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
会
計
不
祥
事

の
存
在
や
法
人
ま
た
は
役
員
の
責
任
が
明

ら
か
で
あ
り
、
企
業
と
し
て
事
実
関
係
を

争
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
隠
蔽
や
証
拠
隠

focus
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滅
、
調
査
妨
害
等
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
積
極
的
か
つ
迅
速
に
、
当
局

の
要
請
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
逆
に
、
事
実
関
係
や
評
価
を
争
う

場
合
、
ま
ず
は
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
の
調
査
に
対
し

て
自
社
の
見
解
を
伝
え
、
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
か
ら

課
徴
金
納
付
命
令
勧
告
を
受
け
た
場
合
に

は
金
融
庁
で
行
わ
れ
る
審
判
手
続
で
、
ま

た
、
審
判
手
続
で
主
張
が
認
め
ら
れ
ず
課

徴
金
納
付
命
令
を
受
け
た
場
合
に
は
、
裁

判
所
に
お
け
る
取
消
訴
訟
手
続
で
、
そ
れ

ぞ
れ
争
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
に
よ
り
会
計
不
祥
事

が
調
査
さ
れ
る
前
に
訂
正
有
価
証
券
報
告

書
等
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
金
商
法
上

の
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
（
課
徴
金
減
額
）制
度

の
申
請（
金
商
法
185
の
７
⑫
）を
行
う
か
を

検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
課
徴
金

が
課
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
状
況
で
は
、

引
当
金
の
計
上
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

（
こ
の
点
は
、
次
に
述
べ
る
損
害
賠
償
金

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。

⑶
　
証
券
訴
訟
へ
の
対
応

①　

日
本
で
の
証
券
訴
訟
の
動
向

過
年
度
の
開
示
書
類
に
重
要
な
虚
偽
記

載
等
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
開
示

書
類
が
公
衆
縦
覧
さ
れ
て
い
た
期
間
に
発

行
会
社
の
株
式
等
を
取
得
し
た
投
資
家
か

ら
、
発
行
会
社（
お
よ
び
そ
の
役
員
、
監

査
法
人
等
）に
対
し
て
、
損
害
賠
償
請
求

を
行
う
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
う
し
た
訴
訟
は「
証
券
訴
訟
」と
呼

ば
れ
る（
民
事
責
任
に
関
す
る
金
商
法
上

の
特
則
に
つ
い
て
は
、
図
表
１
参
照
）。

日
本
で
は
、
２
０
０
０
年
代
後
半
ま
で

こ
う
し
た
類
型
の
訴
訟
は
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
次
に
挙
げ
る
よ

う
な
要
因
が
相
ま
っ
て
、
近
年
、
そ
の
件

数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

①　
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
に
よ
る
、不
適
切
会
計
事

案
の
積
極
的
な
掘
り
起
こ
し

②　
２
０
１
０
年
代
前
半
に
複
数
の
最
高

裁
判
例
で
判
例
法
理
が
示
さ
れ
た
こ
と

に
よ
る
、予
測
可
能
性
の
向
上

③　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
た
集
団

で
の
訴
訟
提
起
の
呼
び
か
け

④　
調
査
報
告
書
公
表
の
実
務
が
定
着
し

た
こ
と
に
よ
る
、証
拠
収
集
の
容
易
化

②　

証
券
訴
訟
の
争
点

証
券
訴
訟
に
お
い
て
は
、
虚
偽
の
記
載

が
存
在
す
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
会

社
自
身
も
認
め
、
争
い
が
な
い
こ
と
も
多

い
。
こ
の
場
合
に
は
、
虚
偽
記
載
に
よ
っ

て
投
資
家
に
発
生
し
た
損
害
の
額（
虚
偽

記
載
に
起
因
す
る
株
価
の
下
落
額
等
）が
、

訴
訟
に
お
け
る
主
な
争
点
と
な
る
。ま
た
、

会
社
が
会
計
不
祥
事
に
関
す
る
一
定
の
情

報
を
公
表
し
た
後
に
、
そ
れ
を
認
識
し
つ

つ
当
該
会
社
の
株
式
等
を
取
得
し
た
投
資

家
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な

投
資
家
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ

る
の
か
、
と
い
う
点
が
争
点
に
な
る
こ
と

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
裁
判
例
に
お
い
て

は
、
会
社
が
、
過
年
度
の
売
上
の
会
計
処

理
の
適
切
性
に
疑
義
が
生
じ
て
い
る
と
し

て
、
第
三
者
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
等

を
公
表
し
た
後
に
株
式
を
取
得
し
た
投
資

（図表２）　特設注意市場銘柄指定・上場廃止審査の関係

上
場
廃
止
審
査

特
注
市
場
銘
柄
の
審
査

指
定
解
除

上
場
廃
止

指
定

再
提
出

（出所）　松尾和廣「特設注意市場銘柄制度の実務と運用実績」（商事法務No.2092、2016年）の図表１（40頁）を参考に筆者作成

改善の見込
みがないと
認める場合

内部管理体制等に問題があ
ると認められない場合

内部管理体制等
に問題があると認
める場合（改善の
見込みがなくなっ
たと認める場合を
除く）

内部管理体制等に
問題があると認め
られない場合

改善がなされな
かったと認める
場合

改善がなされず、かつ、
改善の見込みがなく
なったと認める場合

要
件
充
足

内
部
管
理
体
制

確
認
書
の
提
出

ただちに上場を廃止しなけ
れば市場の秩序を維持する
ことが困難であるとことが明
らかと認める場合

１年

１年６カ月
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家
に
つ
い
て
、
金
商
法
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
権
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
る
⑶
。

ま
た
、
会
社
が
決
算
を
訂
正
し
、
か
つ

規
制
当
局
対
応
と
し
て
は
虚
偽
記
載
の
存

在
を
争
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の

証
券
訴
訟
等
に
お
い
て
は
虚
偽
記
載
の
存

在
を
争
う
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
た

と
え
ば
、
会
社
と
し
て
は
、
虚
偽
記
載
は

な
い
と
考
え
て
い
た
も
の
の
、
会
計
監
査

人
か
ら
異
な
る
見
解
が
示
さ
れ
た
た
め
、

監
査
意
見
を
取
得
し
て
上
場
を
維
持
す
る

こ
と
を
優
先
す
る
と
い
う
経
営
判
断
か

ら
、
最
終
的
に
は
会
計
監
査
人
の
見
解
に

従
っ
て
決
算
を
訂
正
す
る
、
と
い
っ
た
こ

と
は
、
現
実
に
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
訴

訟
の
段
階
で
虚
偽
記
載
の
存
在
を
否
定
し

よ
う
と
し
て
も
、
会
社
自
身
が
誤
り
を
自

認
す
る
形
で
決
算
の
訂
正
等
を
し
た
こ
と

自
体
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
虚
偽
記
載
の

存
在
を
推
認
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
懸
念

さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
い
っ
た
ん
不
利
益
な

事
実
を
自
認
す
る
も
の
の
、
訴
訟
の
局
面

で
は
異
な
る
主
張
を
す
る
可
能
性
を
残
す

場
合
、
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
慮
要

素
の
総
合
判
断
と
し
て
自
認
す
る
と
の
経

営
判
断
に
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
、

取
締
役
会
議
事
録
等
に
判
断
の
過
程
を
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
検
討
に
値
す
る
。

③　

調
査
資
料
の
提
出
義
務
の
存
否

と
こ
ろ
で
、
証
券
訴
訟
で
虚
偽
記
載
の

矢田　悠（やだ・ゆう）
弁護士・公認不正検査士
金融庁、証券取引等監視委員会を経てひふみ総
合法律事務所パートナー。金融関係の検査、監督、
企画（立法）業務に従事した経験から、上場会社
の開示規制、インサイダー取引規制、金融規制に
ついて、実務に即した専門性の高いアドバイスを
提供する一方、自ら社内調査委員会、第三者委
員会での調査も担当している。『証券訴訟―虚偽記
載』（共著、中央経済社、2017年）等、著書多数。

小島　冬樹（こじま・ふゆき）
弁護士
森・濱田松本法律事務所パートナーを経て、ひふ
み総合法律事務所パートナー。会計不祥事や開
示規制違反を原因とする証券訴訟、役員責任訴
訟のほか、M&A紛争、税務訴訟などの紛争解決、
危機管理、債権回収等を幅広く手掛ける。『税務
訴訟』（共著、中央経済社、2017年）、『新しい役
員責任の実務［第３版］』（共著、商事法務、2017
年）、『企業危機・不祥事対応の法務［第２版］』（共
著、商事法務、2018年）等、著書多数。

河江　健史（かわえ・けんじ）
公認会計士
監査法人、証券取引等監視委員会勤務を経て、
河江健史会計事務所代表、ＦＹＩ㈱代表取締役。
主な共著は『内部管理実務ハンドブック』（中央経
済社、2009年）、『企業不祥事インデックス　第２
版』（商事法務、2019年）、『第三者委員会　設置
と運用（改訂版）』（きんざい、2020年）等。不祥事
対応、危機管理、ガバナンスおよびコンプライア
ンス強化支援等の経験多数。

存
否
が
争
点
と
な
る
ケ
ー
ス
や
、
株
主
代

表
訴
訟
で
役
員
責
任
の
存
否
が
争
点
と
な

る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
原
告
側
か
ら
、

会
社
が
公
表
し
て
い
な
い
調
査
報
告
書

や
、
調
査
の
過
程
で
収
集
さ
れ
た
報
告
の

根
拠
資
料
等
に
つ
い
て
、民
事
訴
訟
法（
以

下
、「
民
訴
法
」と
い
う
）221
条
に
基
づ
く
文

書
提
出
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

民
訴
法
220
条
４
号
は
、
一
定
の
除
外
事

由
に
該
当
し
な
い
限
り
、
文
書
の
所
持
者

に
そ
の
提
出
義
務
を
課
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
そ
の
除
外
事
由
の
１
つ
と
し
て「
専

ら
文
書
の
所
持
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め

の
文
書
」（
自
己
利
用
文
書
）が
あ
る
。
こ

の
自
己
利
用
文
書
に
該
当
す
る
た
め
に

は
、
原
則
と
し
て
、
①
専
ら
内
部
の
者
の

利
用
に
供
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
、
外
部

の
者
に
開
示
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

な
い
文
書
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
②
開

示
に
よ
っ
て
所
持
者
の
側
に
看
過
し
難
い

不
利
益
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
⑷
。し
た
が
っ

て
、
単
に
会
社
が
外
部
に
開
示
す
る
意
思

が
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
た
だ
ち
に
会
社

の
文
書
提
出
義
務
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
社
外
役

員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
調
査
委
員
会
の

調
査
報
告
書
に
つ
い
て
、
会
社
の
組
織
と

し
て
の
意
思
決
定
や
行
動
の
あ
り
方
の
問

題
点
を
客
観
的
に
指
摘
し
た
内
容
で
あ
る

こ
と
や
、
会
社
代
表
者
が
当
該
報
告
書
の

概
要
を
報
道
関
係
者
に
公
表
し
て
い
た
こ

と
等
を
理
由
に
、
自
己
利
用
文
書
と
は
認

め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
会
社
に
提
出
を
命

じ
た
も
の
が
あ
る
⑸
。
こ
れ
に
対
し
、
ヒ

ア
リ
ン
グ
対
象
者
か
ら
の
聴
取
内
容
が
そ

の
ま
ま
記
載
さ
れ
た
よ
う
な
文
書
に
つ
い

て
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
自
己
利
用
文

書
に
該
当
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
や
す
い

傾
向
に
あ
る
⑹
。

ま
た
、
調
査
を
行
っ
た
の
が
弁
護
士
や

公
認
会
計
士
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
専
門

職
業
秘
密
文
書（
民
訴
法
220
四
ハ
前
段
）の

除
外
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
も
問
題
と

な
り
得
る
。
専
門
職
業
秘
密
文
書
に
該
当

す
る
た
め
に
は
、
依
頼
者
で
あ
る
会
社
が

当
該
文
書
を
秘
匿
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

客
観
的
に
み
て
保
護
に
値
す
る
利
益
を
有

す
る
こ
と
等
が
必
要
と
さ
れ
る
⑺
。
さ
ら

に
、
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
た
文
書
に
つ

い
て
は
、
技
術
・
職
業
秘
密
文
書（
民
訴

法
220
四
ハ
後
段
）の
除
外
事
由
に
該
当
す

る
可
能
性
が
あ
る
。

⑶　

東
京
高
判
平
成
29
年
９
月
25
日
金
融
・
商
事
判
例

１
５
３
０
号
12
頁
。そ
の
他
、大
阪
地
判
令
和
２
年
３
月
27

日
金
融
法
務
事
情
２
１
４
４
号
63
頁
も
参
照
。

⑷　

最
判
平
成
11
年
11
月
12
日
民
集
53
巻
８
号
１
７
８
７

頁
。

⑸　

大
阪
高
決
令
和
元
年
７
月
３
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

１
４
６
６
号
96
頁（
会
計
不
祥
事
の
事
案
で
は
な
い
）。

⑹　

東
京
高
決
平
成
15
年
７
月
15
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

１
１
４
５
号
２
９
８
頁
。

⑺　

最
決
平
成
16
年
11
月
26
日
民
集
58
巻
８
号
２
３
９
３

頁
。

focus


